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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成20年3月27日(2008.3.27)

【公開番号】特開2006-294196(P2006-294196A)
【公開日】平成18年10月26日(2006.10.26)
【年通号数】公開・登録公報2006-042
【出願番号】特願2005-117528(P2005-117528)
【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｂ   7/24     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ  23/40     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｂ   7/24    ５６１Ｂ
   Ｇ１１Ｂ   7/24    ５２２Ｒ
   Ｇ１１Ｂ   7/24    ５４１Ｄ
   Ｇ１１Ｂ   7/24    ５６１Ｐ
   Ｇ１１Ｂ   7/24    ５７１Ａ
   Ｇ１１Ｂ  23/40    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成20年2月8日(2008.2.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被印刷層を有するダミー基板と、
　前記ダミー基板と接着層を介して貼り合わせた記録再生用の基板と、を有し、
　前記記録再生用の基板は、
　有機色素を含有する記録層及び反射層が積層されるトラッキング用のプリグルーブが形
成された記録エリアと、
　前記記録エリアの内周側に設けられ反射層が積層される非記録再生用のダミーグルーブ
が形成されたクランピングエリアと、を備え、
　前記クランピングエリアの前記ダミーグルーブの溝形状は、
　前記ダミーグルーブ上に反射層が積層された後の当該ダミーグルーブの溝深さと、前記
記録エリアのプリグルーブ上に記録層及び反射層が積層された後の当該プリグルーブの溝
深さと、が略等しくなるように、当該ダミーグルーブの溝深さが当該プリグルーブの溝深
さより浅く形成される
ことを特徴とする光情報記録媒体。
【請求項２】
　前記ダミー基板の前記被印刷層は、当該被印刷層における前記記録再生用の基板の前記
クランピングエリアに対応する部分に印刷された画像のコントラストと、当該記録再生用
の基板の前記記録エリアに対応する部分に印刷された画像のコントラストとの差が減少す
ることを特徴とする請求項１に記載の光情報記録媒体。
【請求項３】
　記録層を有する記録再生用基板と、
　前記記録再生用基板と貼り合わせたダミー基板と、を備え、
　前記記録再生用基板は、
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　前記記録再生用基板表面に設けた記録エリアに形成され前記記録層が積層されるトラッ
キング用のプリグルーブと、
　前記記録エリアの内周側に設けたクランピングエリアに形成され前記プリグルーブの溝
深さより浅く形成されたダミーグルーブと、を有し、
　前記ダミー基板は、
　前記ダミー基板のレーベル面において、前記記録再生用基板の前記クランピングエリア
及び前記記録エリアに対応する部分が覆われるように設けた被印刷層を有する
ことを特徴とする光情報記録媒体。
【請求項４】
　前記記録再生用基板は、前記プリグルーブ上に有機色素を含有する記録層及び反射層が
順に積層された前記記録エリアの反射光量と、前記ダミーグルーブ上に反射層のみが積層
された前記クランピングエリアの反射光量とが略等しいことを特徴とする請求項３に記載
の光情報記録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　次に、本発明によれば、被印刷層を有するダミー基板と記録再生用の基板とを接着層を
介して貼り合わせた光情報記録媒体であって、基板は、トラッキング用のプリグルーブが
形成された記録エリアと、非記録再生用のダミーグルーブが形成されたクランピングエリ
アと、を備え、ダミーグルーブの溝形状は、ダミーグルーブ上に反射層が形成された後の
溝形状とプリグルーブ上に有機色素を含有する記録層及び反射層が形成された後の溝形状
とが略等しくなるように、プリグルーブの溝深さより浅く形成されることを特徴とする光
情報記録媒体が提供される。
　ここで、本発明が適用される光情報記録媒体においては、ダミー基板上に形成された被
印刷層のクランピングエリアに対応する部分に印刷された画像のコントラストと、記録エ
リアに対応する部分に印刷された画像のコントラストとの差が減少することに特徴を有し
ている。
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